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応募作品応募作品

小牛田小学校

沖　本　秀　太

小牛田小学校

伊　勢　夢　生

岩出山小学校

森　　　啓　輔

小牛田小学校

村　松　真　幸

中埣小学校

大　平　菜　央

小牛田小学校

菅　原　右　喬

不動堂小学校

小　野　　　梓

小牛田小学校

細　川　和　香

不動堂小学校

佐々木　京　華

小牛田小学校

佐々木　桃　子

小牛田小学校

中　山　心　暖

小牛田小学校

向　井　颯　真

中埣小学校

粟　野　姫　子

小牛田小学校

信　夫　叶　愛

不動堂小学校

大　場　さくら

小牛田小学校

大　黒　　　恵

不動堂小学校

三ヶ山　栞　奈

中埣小学校

遊　佐　大　翼

小牛田小学校

佐々木　愛　海

中埣小学校

目　黒　こなつ

第８回税に関する絵はがきコンクール　第８回税に関する絵はがきコンクール　
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福祉施設に電動ポンプを寄贈 女性部会未使用タオルを寄贈
日　時：平成28年３月23日（水）

場　所：石巻市 石巻祥心会かなん

内　容：

電動ポンプの寄贈

担　当：

社会貢献委員会　

日　時：平成28年３月17日（木）

場　所：大崎市社会福祉協議会

内　容：未使用タオルの寄贈　376枚

担　当：女性部会

昭和51年大阪大学工学部卒業　昭

和51年日清食品株式会社研究所商

品企画課

平成元年日清食品法務課で主に知

的財産を担当以降、知的財産部長

として知的財産を統括

平成25年日清食品株式会社退職

加藤　正樹 氏

5月26日『ヒット商品に学ぶ知的戦略“ヒット商品の裏舞台”』を社員総会で講演！
　インスタントラーメンは、世界に誇る「メイド・イン・ジャパ

ンの技術」として、戦後の大発明ともいわれています。その発展

の歴史を理解し、そこから知的財産経営の重要性と戦略論につい

て学ぶことは、大きな知恵となり新たな創造へとつながっていき

ます。

　全国各地で、これから知財活動を始める中小企業、すでに積極

的に知財活動を行っている中小企業の経営者、知財担当者、大

学・高校生や弁理士会・発明協会・経済産業省・各県の商工会議

所技術振興協会等を対象に、即席めん業界に40年近くにわたっ

て関わってきた経験を通して、即席めん業界の歴史や実例を交え

ながら「ヒット商品の舞台裏」についてわかりやすく解説します。

　多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】平成28年５月26日（木）午後２時～３時30分
【場所】芙蓉閣（古川駅前大通り）　TEL23−0550
【講師】日清食品ホールディングス㈱

元知的財産部長　加藤　正樹 氏
【問い】公益社団法人大崎法人会　TEL0229−23−5859

※詳しくは、折込チラシやWebをご参照下さい。
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法人決算説明会で決算の要点を学ぶ 福島で女性フォーラム開催
日　時：平成28年４月13日(水)

場　所：大崎合同庁舎１階大会議室

内　容：

法人決算説明会

担　当：研修委員会

日　時：平成28年４月14日(木)

場　所：郡山市ビックパレットふくしま

内　容：全国法人会女性部会フォーラム

担　当：女性部会

新入社員が２日間内容の濃い研修で学ぶ
日　時：平成28年3月24日(木)・25日(金)

場　所：古川商工会議所会館研修室

内　容：新入社員セミナー

講　師：

経営コンサルティング

波多野事務所

代表　波多野卓司 氏

担　当：研修委員会

日　時：平成28年3月25日(金)

場　所：古川商工会議所会館研修室

内　容：新入社員電話応対マナー研修

講　師：
㈱ウィングテン
取締役キャリアコンサルタント

藤原　みよ 氏

担　当：研修委員会

活動
アラ

カ
ルト
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※お問い合わせ先　古川税務署法人課税第一部門　TEL0229-22-1711

飲
食
料
品

新
聞



給与がアップすると法人税が軽減されるの？
～ 経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答 ～

税理士・行政書士　野　川　悟　志
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リサ　 社員の給与がアップすると法人税が軽減されると聞きましたが、どのような制度ですか。

サキ先生　お尋ねの制度は「所得拡大促進税制」ですね。これは、個人の所得水準の改善を通じた消費拡

大などを目指して、平成25年度に創設された制度です。所定の要件をクリアする必要がありますが、

給与等を増加させた場合に、増加分の10％相当額が法人税額から控除（法人税額の10％〈中小企業者

は20％〉が限度）されることになります。この給与等は、所得の計算上、損金に算入されるもので、

所得税法上の給与所得に該当するものが対象となります。このため、毎月の給与のほか、賞与や残業手

当、現物給与などは対象となりますが、退職金や非課税の通勤手当は対象となりません。

リサ　 所得拡大促進税制の適用を受けるには、どのような要件があるのですか。

サキ先生　大きく３つの要件があります。

　　１つ目は、雇用者給与等支給額が基準事業年度（平成25年４月１日以後に開始する各事業年度のう

ち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度）と比較し、一定割合以上増加していることです。

リサさんの会社は資本金が1,000万円（中小企業者）で、事業年度は４月１日から３月31日ですから、

平成29年３月期に適用を受けるのであれば平成25年３月期と比較して３％以上、平成30年３月期に

受けるのであれば、同様に平成25年３月期と比較して３％以上増加している必要があります。２つ目

は、雇用者給与等支給額が適用事業年度の前事業年度以上であることです。平成29年３月期に適用を

受けるのであれば、給与等の支給額が平成28年３月期以上である必要があります。３つ目は、平均給

与等支給額が適用事業年度の前事業年度を超えていることです。

リサ　 金額的な要件は分かりましたが、雇用者とはどのような方をいうのですか。

サキ先生　雇用者とは、国内の事業所に勤務する雇用者で賃金台帳に記載された方をいいます。パートや

アルバイトの方も含まれますが、役員や役員の親族などは除かれます。

ただし、先ほど説明した３つ目の要件の平均給与等支給額の計算においては、雇用者に対する給与等では

なく、継続雇用者に対する給与等であることがポイントです。

リサ　 継続雇用者に対する給与等とはどのようなものをいうのですか。

サキ先生　適用事業年度及びその前事業年度において給与等の支払を受けた国内雇用者に対する給与等の

うち、雇用保険の加入対象となる方（高年齢継続被保険者などは除く）に対する給与等をいいます。し

たがって、例えば、適用事業年度に新規採用した方や、その前事業年度に退職した方に支払った給与等

は、平均給与等支給額の計算においては対象となりませんので注意してください。

リサ　 要件によって計算の対象となる給与等が違うのですね。集計する際は気を付けないと。



佐藤　俊明


